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第一部 特集 ～令和元年度(2019 年度)の主な取組み等～ 

１ 地下水と土を育む農業の推進について 

１ はじめに  

熊本県は、生活用水の約 8 割(全国平均約 2 割)を地下水で賄っており、特に

熊本地域(11 市町村人口約 100 万人)においては、生活用水のほぼ 100％を地下

水に依存している世界的にも非常に珍しい県であり、豊かできれいな地下水は、

世界に誇れる熊本の宝です。 

そして、質の良い地下水のためには土が大切です。熊本県には多種多様な種

類の土壌があり、農業生産活動の基盤となっています。この豊富な地下水と多

彩な土壌があることで、水稲、野菜、果実、い草等の持続的な生産が可能とな

り、魅力あふれる農業県となっています。  

この熊本の農業が地下水と土

を育みながら健全に営まれ、本

県の宝ともいえる地下水を 50

年先 100 年先の未来に引き継い

でいくために平成 27 年（2015

年）4 月に「地下水と土を育む

農業推進条例」を制定しました。 

地下水と土が良好な状態に維

持され、農業者が安心して安定

的に農業が営める姿を目指し、

県民運動として活動を進めてい

ます。 

 

２ これまでの取組み  

条例制定を機に策定した「地下水と土を育む農業推進計画」に沿って、令和

2 年（2020 年）3 月までの 5 年間を第 1 期の計画期間として、以下の 5 つの柱

を掲げて具体的な取組みを展開してきました。  

【取組みの 5 本の柱】 

Ⅰ 県民と協働した県民運動の展開 

Ⅱ グリーン農業による土づくりを基本とした化学肥料・農薬の削減等の推進  

Ⅲ 家畜排せつ物を使用した良質な堆肥の生産と広域流通の推進  

Ⅳ 飼料用米等の作付拡大や湛水等水田の有効活用推進  

Ⅴ 地下水と土を育む農業を支える試験研究及び技術の普及  

 

きれいで豊かな地下水や自然環境

に配慮した「くまもとグリーン農業」

に積極的に取り組む生産者による「生

産宣言」、並びに、その取組みを応援

する消費者や企業等が、その旨を自ら

宣言する「応援宣言」の制度を推進し

グリーン農業応援宣言者  
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天敵昆虫の導入試験  

小学生を対象とした副読本  

てきた結果、5 年間でともに目標を達成す

ることができ、県民運動としての成果は着

実にでてきています。 

また、生産活動への支援として、県内に

定着している天敵昆虫を利用した防除技

術の導入拡大や土壌分析による施肥の適

正化、農薬削減につながる防虫ネットや黄

色防蛾灯の設置、現地実証の実施等を進め

てきた結果、「くまもとグリーン農業」は

県内に広がりと定着を見せています。 

こうして生産されたグリーン農業農産物を消費者の皆さんに知ってもらい、

買ってもらうためにくまモンを使った表示マークを作成しています。そのマー

クを貼付した農産物を県内の直売所等の店頭に並べる取組みも進めてきたと

ころ、4 割を超える県民の皆様に認知されています。（※県民アンケートより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の取組み 

第 1 期計画の成果と課題を踏まえ、令和 2

年(2020 年)4 月から第 2 期計画を策定し、取

組みを開始しています。 

 第 2 期計画では、新たな取組みとして未来

を担う子ども達に、地下水循環の仕組みと農

業が地下水のかん養に果たす役割について理

解を深めてもらうために、これらを分かりや

すく解説した副読本や映像教材を提供し授業

に役立てていただくこととしています。 

 生産面においては、害虫を捕食する天敵資

材の活用やアルコールを使った土壌消毒等新

たな技術の導入を進めることで、これまで以

上に化学肥料や農薬を削減するグリーン農業

の高度化を進めていきます。 

 こうした取組みを通じてより多くの県民の

方々がくまもとの宝である地下水と土に思い  

を寄せ、未来に向けた行動を取っていただけるよう努めていきます。  

くまもとグリーン農業表示マーク  くまもとグリーン農業農産物販売店舗  
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２ 企業等の森づくりによる二酸化炭素吸収への取組みについて 

 

１ 企業等との協働の森づくり  

近年、九州を始めとする全国各地において、地球温暖化を起因とするゲリラ

豪雨や巨大台風などの異常気象により、災害が激甚化し、なおかつ頻繁に発生

しています。 

このような中、地球温暖化や生物多様性といった環境問題への関心の高まり

から、ＮＰＯ法人や企業等による森づくり活動が盛んになっており、さらには

ＳＤＧｓの考え方が世間一般に広く浸透してきたことから、持続可能な社会の

実現に向けた企業等の役割がますます重要となっています。  

熊本県では、企業・法人等が実施する森づくり活動に関する社会貢献活動や

地域交流活動を支援し、森林の有する公益的機能の維持、向上等を図るため、

平成 20 年(2008 年) 12 月に「企業等との協働の森づくり」制度を創設しまし

た。 

企業・法人等と森林所有者(市町村等)が、熊本県の仲介のもと協定を締結し、

協定に基づく森林整備活動を行います。 

県では、活動フィールドを提供できる森林所有者の掘り起こしとホームペー

ジへの掲載、森づくりを希望する企業等への情報を提供するなど、森林所有者

と企業等のマッチングを行っています。その結果、令和元年度 (2019 年度)ま

でに、18 件の協定を締結いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 
企業・法人等による森づくり活動

子  

■森づくりフィールドの提供  
■協働での森づくり事業  
■交流や㏚の協力  等  

企業等と森林所有者との協定

締結式の様子  

●社会貢献としての地球環境・地域環境の保全・改善  
●株主・投資家や消費者等に対する企業イメージ向上  
●社員・家族に対する環境保全意識の向上、環境教育  
●事業活動で生じる環境負荷の低減  

●民間資金を活用した森林整備が可能  
●地域の活性化に寄与  

森づくり協定締結 

熊本県（コーディネート） 

 

企業・法人等 

 

森林所有者 

 

企業等との協働の森づくり制度  体系図  

■活動フィールドを提供する森林所有者の掘り起こし  ■森づくりを希望する企業等へのセールス  

■森林所有者・企業等のマッチング (協定締結の助言・立会 ) 

■地元市町村との交流や、企業等の森林整備活動の助言  ■二酸化炭素吸収量の証明 (見込み証明 )

■企業の取組みの㏚ (HP、県広報媒体 )等  

■活動支援の申込み・相談  
■森づくり費用や労働力の提供  
■森の命名･案内看板の設置  等  
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２ 熊本県森林吸収量認証制度について               

 熊本県では、平成 22 年度(2010 年度)に「熊本県地球温暖化の防止に関する

条例」が制定された際、企業・法人等が整備保全した森林に係る二酸化炭素吸

収量を認証する「熊本県森林吸収量認証制度」を創設しました。  

 この制度は、企業等と森林所有者との間で、熊本県内に所在する森林の整備

に関する協定を締結した箇所において、社員・家族等が行う植栽、下刈り、間

伐等の森づくり活動や、森林組合等に委託して実施した森林整備等について、

樹種、林齢、面積により算出した二酸化炭素吸収量を認証するものです。 

 認証された森林吸収量は、「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」に基づ

く温室効果ガス排出量の削減目標を達成するための削減量としてカウントで

きるほか、ＣＳＲ(社会貢献活動)等に活用し、企業のＰＲに利用できるメリッ

トがあります。 

 

３ これまでの取組み 

「熊本県森林吸収量認証制度」は令和 2 年度(2020 年度)で 10 年という節目

を迎えます。 

 令和元年度(2019 年度)までに、県内外延べ 119 者の企業等が延べ森林面積

約 477ha の森づくりに取り組まれた結果、森林吸収量 3,426t-CO２年の認証を

行いました。 

  令和元年度(2019 年

度)は 12 の企業・法人が

約 55ha の森づくり活動

を行い、433t-CO２年を認

証しましたが、そのうち

6 団体が当初から 9 年間

継続して認証をうけら

れています。 

 

４ 今後の取組み 

地球温暖化が進むと、気候変動だけでなく、生態系の変化、水や食料の不足

など深刻な影響が予測されます。蒲島知事は令和元年(2019 年)12 月 4 日に県   

議会において、地球温暖化によるリスクを低減し、持 

続可能な未来を実現していくため、将来の目指すべき  

姿として「2050 年熊本県内ＣО₂排出実質ゼロ」を宣 

言しました。 

これからも、地球温暖化防止や生物多様性等のＳＤ 

Ｇｓの一環として、企業等が行う森づくりを、より一  

層広く県民にＰＲし、活動の輪を広げていくとともに、 

森林の持つＣО₂吸収等 

の公益的機能に対し、理 

解を深めていただきなが 

ら、多様で健全な森林の 

育成を目指していきます。 

森林吸収量認証書  森林吸収量認証書交付式  

令和元年用国土緑化運動・育樹運動ポスター  

文部科学大臣賞・国土緑化推進機構会長賞  

熊本県立第二高等学校 2 年  竹内心織さん  

企業の職員・家族による下草刈り  
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中央火口丘 (写真は中岳火口 ) 

３ 「阿蘇の世界遺産登録推進」について 

 

１ 阿蘇の価値  

活発な火山活動により形成された世界最大級

のカルデラとその周辺に広がる外輪山地域では、

遥か昔から人々が定住し生業を営み、その結果、

草地や森林、田畑、集落などの壮大で美しい景

観が作り出されました。「阿蘇カルデラ」は、約

27 万年前からの活発な火山活動の結果により形

成され、広大なカルデラの内外で今なお 6 万人

の人々の暮らしが営まれているという、世界で

も類まれな地域です。  

外輪山上及び中央火口丘斜面に展開していた

草地は、10 世紀以降には馬の放牧に、18 世紀以

降にはカルデラ床に広がった田のための肥料の

供給地となり、さらには 20 世紀にかけては肉牛

の一大放牧地へと変化を遂げてきました。  

阿蘇については、古くは中国・隋代(7 世紀)

の歴史書である『隋書』に「有阿蘇山其山石無

故火起接天」の記述があり、「夜は光り、皆祈祷

してわざわいを防いでいる」とあります。つま

り、記録に残る一番古い日本の山は阿蘇になり、

中国にも知られていたようです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

草地 

草地のススキ  

森林 

集落 

耕作地 

阿蘇谷の斜め空中写真（写真出典：「阿蘇の文化的景観」保存調査報告書  Ｉ：総論 (P.99））  
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文化庁への要望活動  

学術委員会の開催  

「『阿蘇』の景観を守る宣言」  

２ これまでの取組み  

熊本県と阿蘇郡市 7 市町村では、熊本の宝である阿蘇を世界の宝にするため

に、世界遺産を目指す取組みを進めています。平成 26 年(2014 年)から平成 27

年(2015 年)にかけて、関係市町村すべてが景観法に基づき景観条例及び景観

計画を定めており、その全域が景観計画区域となっています。  

また、平成 30 年(2018 年)からは国内の有識者による阿蘇世界文化遺産学術

委員会を開催しています。  

令和元年(2019 年)は知事と阿蘇郡市 7 市町村長とで「阿蘇」の世界遺産暫

定一覧表入りに向けた文化庁への要望活動を実施し、令和 2 年(2020 年)3 月に

は世界遺産暫定一覧表追加に向けた提案書を文化庁に提出しました。さらには、

令和 2 年(2020 年)1 月、先人たちから受け継がれてきた貴重な財産である阿蘇

の広大で美しい景観を守るため、「『阿蘇』の景観を守る宣言」を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の取組み 

  本県では初、単独での世界遺産登録を目指し、引き続き「阿蘇」の学術検討

と景観保全、普及啓発について、推進して参ります。                                               
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４ レッドデータブックくまもと 2019 の発刊について 

 

１ レッドデータブックとは  

レッドデータブックくまもとは、県内に生息・生育する絶滅のおそれのある

野生動植物をリストアップし、その現状や減少要因などを解説したものです。 

レッドデータブックは、捕獲規制等の直

接的な法的効果を伴うものではありませ

んが、絶滅のおそれのある野生動植物の保

護を進めていくための基礎的な資料とし

て県民に広く周知し、野生動植物への関心

を高めるとともに、各種開発事業の環境影

響評価などに活用され自然環境保全への

配慮が促進されることを目的としていま

す。  

県では、平成 10 年(1998 年)に野生動植

物の生息状況の調査結果を取りまとめた

「レッドデータブックくまもと」を発刊し、

さらに令和元年(2019 年)には、その後の

調査等により新たな知見の蓄積が進んだ

ことから、「レッドデータブックくまもと

2019－熊本県の絶滅のおそれのある野生

動植物－」を発刊しました。 

 

２ 概要 

 ○規 格 等：Ａ4 版・632 ページ 

 ○発 行 者：熊本県環境生活部自然保護課 

 ○編  著：熊本県希少野生動植物検討委員会 

（会長 内野明徳 熊本大学名誉教授） 

絶滅のおそれのある種の選定数 合計 1,719 種 

植物 ①維管束植物(シダ植物、種子植物 )、②コケ植物 (蘚

類、苔類) 
計 893 種 

藻類 ①海藻類、淡水藻類 計 14 種 

 

 

 

動

物 

 

陸域 

①哺乳類、②鳥類、③爬虫類、④両生類、⑤淡水魚類、

⑥昆虫類(トンボ目、バッタ目、甲虫類、チョウ目、

カメムシ目の一部、ハチ類）⑦クモ・多足類、⑧陸産・

淡水産貝類、⑨淡水産無脊椎動物 

 

計 513 種 

 

海域 

①刺胞動物、②腕足動物、③軟体動物、④星口動物、

⑤環形動物、⑥節足動物、⑦棘皮動物、⑧半索動物、

⑨頭索動物、⑩魚類、⑪爬虫類、⑫哺乳類（総称とし

て「海洋動物」とする） 

 

計 299 種 

前回の 2009 年改訂版発刊から補完調査を継続した結果、維管束植物ではこ

れまで「絶滅」とされていたハナハタザオや、「野生絶滅」とされていたレン
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ゲツツジ、ツクシムレスズメの生育が新たに確認され、カテゴリーが「絶滅危

惧ⅠＡ類」に変更されるなどの一方、ハマタマボウキは県内で 1 箇所のみ生育

していましたがその後の調査で確認できず、今回「絶滅」と判断されました。 

動植物の希少化の進行については数多くの要因が考えられますが、従来から

の乱獲・盗掘、森林伐採や人工造林に加え、近年は特に外来種の侵入の増大や

シカによる食害、草原・田畑・水路の管理放棄、小規模な公共工事があげられ

ています。また、温暖化などの地球環境の変化や大規模な自然災害による可能

性もあり、野生動植物を取り巻く環境は大きく変化しています。 

 

【レッドデータブック・レッドリスト発刊の経過】  

  ・レッドデータブックくまもと  平成 10 年(1998 年)3 月発刊   

  ・レッドリストくまもと 2004      平成 16 年(2004 年)3 月発刊 

  ・レッドデータブックくまもと 2009 平成 21 年(2009 年)3 月発刊 

  ・レッドリストくまもと 2014  平成 26 年(2014 年)7 月発刊 

  ・レッドデータブックくまもと 2019 令和元年 (2019 年 )12 月発刊 

 

３ 今後の取組み 

今回の改訂作業により、新たな生息・生育が確認された種もありますが、絶

滅のおそれのある野生動植物の種数は前回よりも増加しています。野生動植物

を取り巻く状況は常に変化していることから、今後も継続してその評価を見直

し、最新の知見により改訂していくことが必要とされます。 

県では、希少化の進行を防ぐために、「熊本県野生動植物の多様性の保全に

関する条例」で指定希少野生動植物の捕獲・採取を県内全域で禁止し、生息地

等保護区を指定し保護管理事業を実施しています。  

また、「生物多様性くまもと戦略」を策定し、生物多様性の保全にも取り組

んでいます。 

 

４ 配布先 

国・県関係機関、各都道府県、県内各市町村、県内学校関係、図書館等へ配

布しています。県のホームページからもダウンロード可能です。  

また、県情報プラザで有償頒布しています。 
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５ 「水俣病問題の解決への取組み」について 

 

１ 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病認定について  
昭和 44 年(1969 年)に法律による認定制度が始まり、昭和 49 年(1974 年)に

現行の「公害健康被害の補償等に関する法律（以下「公健法」という。）」が施
行されました。現在、同法に基づき認定業務を行っています。  

なお、平成 21 年(2009 年)7 月 8 日に成立した「水俣病被害者の救済及び水
俣病問題の解決に関する特別措置法（以下「特措法」という。）」に基づく救済
の申請受付は平成 24 年(2012 年)7 月 31 日に終了しましたが、公健法の認定申
請については、引き続き受け付けています。  

令和 2 年（2020 年）3 月 31 日現在 

公健法の認定申請件数 419 件(平成 31 年(2019 年)3 月末 632 件) 

 

 

２ 水俣病被害者特別措置法に基づく救済措置について  

平成 16 年(2004 年)10 月 15 日の水俣病関西訴訟最高裁判決以降、熊本・鹿
児島両県に対する公健法に基づく水俣病認定申請者の増加や、チッソや国・県
に対する損害賠償請求訴訟等を受けて、平成 21 年(2009 年)7 月 8 日に特措法
が成立しました。これを受けて、平成 22 年(2010 年)4 月 16 日に「救済措置の
方針」が閣議決定され、関係県では平成 22 年(2010 年)5 月 1 日から平成 24 年
(2012 年)7 月 31 日まで、水俣病被害者救済申請を受け付けました。熊本県で
は、平成 26 年(2014 年)6 月には全ての判定が終了し、3 万 7 千人を超える方
が救済を受けられました。 

(平成 26 年(2014 年)8 月 29 日公表) 

特措法の申請件数 42,757 件(うち救済の対象となった方 37,613 人) 

 
 

３ 水俣病関係の訴訟 

令和 2 年(2020 年)3 月末現在で係属中の訴訟は、国家賠償請求訴訟 6 件、水

俣病認定等に関する行政訴訟 2 件の、計 8 件です。 

 

(1) 国家賠償請求訴訟 

  ① 水俣病被害者互助会国家賠償等請求訴訟 

  ② ノーモア・ミナマタ第 2 次国家賠償等請求訴訟(熊本) 

  ③ ノーモア・ミナマタ第 2 次国家賠償等請求訴訟(東京Ａ) 

  ④ ノーモア・ミナマタ第 2 次国家賠償等請求訴訟(近畿) 

  ⑤ ノーモア・ミナマタ第 2 次国家賠償等請求訴訟(東京Ｂ) 

  ⑥ 損害賠償請求訴訟 

 

(2) 水俣病認定等に関する行政訴訟 

① 水俣病認定義務付等請求訴訟(H27(2015）） 

② 水俣病認定義務付等請求訴訟(H30(2018）） 
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４ 水俣病対策事業の新しい取組み 

国と熊本県は関西訴訟最高裁判決後、熊本県からの提案を踏まえ、平成 17

年 (2005 年)4 月に環境省が発表した今後の水俣病対策を受け、様々な水俣病

対策に取り組んでいます。(第 8 章 水俣病対策事業を参照) 

令和元年度(2019 年度)からは、平成 29 年度(2017 年度)に本県がとりまとめ

た「胎児性・小児性水俣病患者の住生活不安解消に係る基本構想」に基づき、

緊急時や災害時に備えるため、居住地域での包括的な支援体制を個別に構築す

る取組みを行っています。これは、福祉サービス提供者や近隣の地域住民等が

連携を図ることで、有事の際に胎児性・小児性水俣病患者の方に対して必要な

支援を行う体制を確立するための取組みであり、今後も継続してこの取組みを

行っていきます。 

また、胎児性・小児性水俣病患者の方が日常生活を送る中で、体調面での日

頃の心配事を医師に気軽に相談できるよう、医師が定期的に胎児性・小児性水

俣病患者の方の自宅等を訪問し、なじみの関係を築きながら相談を受ける取組

みも開始しました。 
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